
京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について

京都大学教員の任期に関する規程の一部を改正する規程

京都大学教員の任期に関する規程（平成１０年達示第２３号）の一部を次のように改正する。

第２条を次のように改める。

第２条 法第５条第１項の規定に基づき任期を定める教員は、法第４条第１項第１号の規定に該当する職

に就ける場合にあっては別表第１に掲げる教育研究組織の職に、同項第２号の規定に該当する職に就け

る場合にあっては別表第２に掲げる教育研究組織に、同項第３号の規定に該当する職に就ける場合にあ

っては別表第３に掲げる教育研究組織の職に雇用されるものとし、当該教員の任期及び再任の可否はそ

れぞれ同表に定めるとおりとする。

第４条を第５条とし、第３条の次に次の１条を加える。

第４条 別表第１に掲げる教育研究組織の職又は別表第２に掲げる教育研究組織に雇用された教員が、そ

の任期の期間中において、国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程（平成１６年

達示第８４号）第３条第１項又は第３１条第１項の規定により育児休業又は介護休業をする場合は、当

該部局の定めるところにより、育児休業又は介護休業をした日数の範囲において適当と認める日数を任

期の期間に算入しないことができる。この場合における当該教員の任期の終期は、当該任期の終期の翌

日を起算日として、当該任期に算入しない日数と同一の日数が経過する日とする。

「 総合法政分析講座 講 師 ３年 可

、ただし、再任の ただし

場合にあっては１ １回限り

別表第１大学院法学研究科の項中 年

附属法政実務交流 教 授 ３年 可

、センター 助教授 ただし

法科大学院準備 講 師 ２回限り

部門 」

「 附属法政実務交流 教 授 ３年 可

センター 准教授 ただし、

法科大学院準備 講 師 ２回限り

を 部門 に改め、同表大学院公共政策連携研

附属法政実務交流 准教授 ３年 可

センター 講 師 ただし、

国際・渉外部門 １回限り 」

究部の項、化学研究所の項、再生医科学研究所の項、エネルギー理工学研究所の項及びウイルス研究所の

「 行動神経研究部門

認知学習分野

項中「助教授」を「准教授」に 「助手」を「助教」に改め、同表霊長類研究所の項中 行動神経研究部門、

行動発現分野

流動部門

多様性保全研究

分野

教 授 「 行動神経研究部門 教 授

助教授 認知学習分野 准教授

助 手

助教授 を 行動神経研究部門 准教授 に改め、同表国際融合創造センター及び福井謙一記念研究

助 手 行動発現分野

助 手 流動部門 助 教



多様性保全研究

」 分野 」

センターの項中「助教授」を「准教授」に 「助手」を「助教」に改める。、

別表第２を次のように改める。

部局名 教育研究組織の名称 任 期 再任の可否 備考

人文科学研究所 全研究部門 ７年 可

全附属研究施設 ただし、再任の場 ただし、１回限り

合にあっては３年

再生医科学研究 別表第１に掲げる研究部門・分 ５年 可

所 野以外の全研究部門・分野 ただし、再任の場 ただし、１回限り

別表第１に掲げる附属研究施設 合にあっては３年

以外の全附属研究施設

数理解析研究所 全研究部門 ５年 可

全附属研究施設 ただし、１回限り

霊長類研究所 別表第１に掲げる研究部門・分 ７年 可

野以外の全研究部門・分野 ただし、再任の場 ただし、１回限り

全附属研究施設 合にあっては５年

大学文書館 大学文書館 ５年 否

別表第３を次のように改める。

部局名 教育研究組織 計画の名称 対象となる職 任 期 再任の可 備考

の名称 否

文献文化学専 チベット文献 講 師 ４年 否

大学院文 攻東洋古典学 研究プロジェ

学研究科 講座 クト

行動文化学専 危機言語研究 講 師 ５年 否

攻言語学講座 プロジェクト

大学院経 プロジェクト 産業・経営政 教 授 ２年 可

済学研究 センター 策研究プロジ 准教授 ただし、再任の場合にあっ た だ

科 ェクト 講 師 ては１年 し、１回

限り

医学部附 探索医療セン 肝 再 生 准教授 ５年 否HGF
属病院 ター探索医療 医療プロジェ 助 教 ただし、平成１４年７月２

開発部流動プ クト 日から平成１９年６月３０日

ロジェクト部 までに任用される場合の任期

門 は、平成１９年６月３０日ま

でとする。

膵β細胞再生 准教授 ５年 否

医療プロジェ 助 教 ただし、平成１４年７月１

クト ７日から平成１９年７月１５

日までに任用される場合の任

期は、平成１９年７月１５日

までとする。

チオレドキシ 准教授 ５年 否

ンプロジェク 助 教 ただし、平成１５年６月２

ト 日から平成２０年５月３１日

までに任用される場合の任期

は、平成２０年５月３１日ま

でとする。



重症心不全へ 准教授 ５年 否

の細胞移植プ 助 教 ただし、平成１５年９月２

ロジェクト 日から平成２０年８月３１日

までに任用される場合の任期

は、平成２０年８月３１日ま

でとする。

別紙様式を次のように改める。

同 意 書

年 月 日

京都大学総長 殿

（氏 名） 印

私は、京都大学○○○○（注）に就任するに際し、大学

の教員等の任期に関する法律（平成９年法律第８２号）第

５条第１項及び京都大学教員の任期に関する規程第２条の

規定に基づき、下記のとおりの任期により雇用されるもの

であることに同意します。

記

年 月 日から 年 月 日まで

注：教育研究組織及び職を記入する。

附 則

１ この規程は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、別表第２の改正規定中人文科学研究所、数

理解析研究所及び霊長類研究所に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用される者について適用

し、再生医科学研究所に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び施行の日の前日に

（ 。）同研究所の助手である者で施行の日に助教に配置換される者 第５条の規定による同意を得た者に限る

について適用する。

２ 改正後の別表の規定にかかわらず、この規程の施行の日の前日に任期を定めて雇用されている助教授

が施行の日に准教授になった場合の任期の末日及びこの規程の施行の日の前日に任期を定めて雇用され

ている助手が施行の日に助教に配置換された場合の任期の末日は、なお従前の例による。



京 都 大 学 教 員 の 任 期 に 関 す る 規 程 新 旧 対 照 表

改 正 前 改 正 後

（前 略）

第２条 法第４条第１項第１号の規定に基づき任期 第２条 法第５条第１項の規定に基づき任期を定め

を定める教員は、別表第１に掲げる教育研究組織 る教員は、法第４条第１項第１号の規定に該当す

の職に雇用されるものとし、当該教員の任期及び る職に就ける場合にあっては別表第１に掲げる教

再任の可否はそれぞれ同表に定めるとおりとする。 育研究組織の職に、同項第２号の規定に該当する

２ 別表第１に掲げる大学院法学研究科の附属法政 職に就ける場合にあっては別表第２に掲げる教育

実務交流センター法科大学院準備部門教授の定年 研究組織に、同項第３号の規定に該当する職に就

は、当分の間、京都大学教員定年規程（昭和３９ ける場合にあっては別表第３に掲げる教育研究組

年達示第１号 第１条第１項の規定にかかわらず 織の職に雇用されるものとし、当該教員の任期及） 、

満７０歳とする。 び再任の可否はそれぞれ同表に定めるとおりとす

３ 法第４条第１項第２号の規定に基づき任期を定 る。

める助手は、別表第２に掲げる教育研究組織に雇

用されるものとし、当該助手の任期及び再任の可

否はそれぞれ同表に定めるとおりとする。

４ 法第４条第１項第３号の規定に基づき任期を定

める教員は、別表第３に掲げる教育研究組織の計

画に従事する職に雇用されるものとし、当該教員

の任期及び再任の可否はそれぞれ同表に定めると

おりとする。

第３条 （略） 第３条 （同 左）

第４条 別表第１に掲げる教育研究組織の職又は別

表第２に掲げる教育研究組織に雇用された教員が、

その任期の期間中において、国立大学法人京都大

学教職員の育児・介護休業等に関する規程（平成

１６年達示第８４号）第３条第１項又は第３１条

第１項の規定により育児休業又は介護休業をする

場合は、当該部局の定めるところにより、育児休

業又は介護休業をした日数の範囲において適当と

認める日数を任期の期間に算入しないことができ

る。この場合における当該教員の任期の終期は、

当該任期の終期の翌日を起算日として、当該任期

に算入しない日数と同一の日数が経過する日とす

る。

第４条 この規程に基づき任期を定めて雇用しよう 第５条 （同 左）

とするときは、あらかじめ別紙様式により本人の

同意を得るものとする。

附 則

、 。１ この規程は 平成１９年４月１日から施行する

ただし、別表第２の改正規定中人文科学研究所、

数理解析研究所及び霊長類研究所に係る部分は、

同日から施行し、同日以後に雇用される者につい

て適用し、再生医科学研究所に係る部分は、同日

から施行し、同日以後に雇用される者及び施行の

日の前日に同研究所の助手である者で施行の日に

助教に配置換される者（第５条の規定による同意

を得た者に限る ）について適用する。。

２ 改正後の別表の規定にかかわらず、この規程の

施行の日の前日に任期を定めて雇用されている助



改 正 前 改 正 後

教授が施行の日に准教授になった場合の任期の末

日及びこの規程の施行の日の前日に任期を定めて

雇用されている助手が施行の日に助教に配置換さ

れた場合の任期の末日は、なお従前の例による。

別表第１（法第４条第１項第１号関係）

部局名 教育研究組織の名称 対象となる職 任 期 再任の可否 備考

総合法政分析講座 ３年 可

大学院法学研究 講 師 ただし、再任の場 ただし、

科 合にあっては１年 １回限り

附属法政実務交流センター 教 授 ３年 可

法科大学院準備部門 助教授准教授 ただし、

講 師 ２回限り

附属法政実務交流センター 准教授 ３年 可

国際・渉外部門 講 師 ただし、

１回限り

大学院公共政策 公共政策第二講座 教授 ３年 可

連携研究部 助教授准教授 ただし、

講 師 ２回限り

化学研究所 全研究系 教 授 １０年 可

全附属研究施設 助教授准教授 ７年 可

講 師 ただし、

助 手助 教 １回限り

再生医科学研究 再生医学応用研究部門 ５年 可

所 生体修復応用分野 教 授

組織再生応用分野 助教授准教授

器官形成応用分野 講 師

再生医学応用流動分野 助 手助 教

附属幹細胞医学研究センタ

ー

エネルギー理工 全研究部門 教 授 １０年 可

学研究所 附属エネルギー複合機構研 助教授准教授 ８年 可

究センター 講 師 ただし、再任の場 ただし、

合にあっては７年 １回限り

助 手助 教 ７年 可

ただし、再任の場 ただし、

合にあっては５年 １回限り

ウイルス研究所 全研究部門 教 授 ７年 可

全附属研究施設 助教授准教授 ５年 可

講 師

助 手助 教

霊長類研究所 行動神経研究部門 教 授 ５年 可

認知学習分野 助教授准教授

助 手

行動神経研究部門 助教授准教授 ５年 可

行動発現分野 助 手

流動部門 助 手助 教 ２年 可



多様性保全研究分野 ただし、再任の場

合にあっては１年

学術情報メディ ネットワーク研究部門 教 授 ５年 可

アセンター 経営情報システム研究分 ただし、

野 １回限り

国際融合創造セ 創造部門 教 授 ５年 可

ンター 助教授准教授 ただし、

講 師 １回限り

助 手助 教

福井謙一記念研 全研究部門 助教授准教授 ５年 可

究センター ただし、再任の場 ただし、

合にあっては２年 １回限り

別表第２（法第４条第１項第２号関係）

部局名 教育研究組織の名称 任 期 再任の可否 備考

人文科学研究所 全研究部門 ７年 可

全附属研究施設 ただし、再任の場 ただし、１回限り

合にあっては３年

再生医科学研究 別表第１に掲げる研究部門・分 ５年 可

所 野以外の全研究部門・分野 ただし、再任の場 ただし、１回限り

別表第１に掲げる附属研究施設 合にあっては３年

以外の全附属研究施設

数理解析研究所 全研究部門 ５年 可

全附属研究施設 ただし、１回限り

霊長類研究所 別表第１に掲げる研究部門・分 ７年 可

野以外の全研究部門・分野 ただし、再任の場 ただし、１回限り

全附属研究施設 合にあっては５年

大学文書館 大学文書館 ５年 否

別表第３（法第４条第１項第３号関係）

部局名 教育研究組織 計画の名称 対象となる職 任 期 再任の可 備考

の名称 否

文献文化学専 チベット文献 講 師 ４年 否

大学院文 攻東洋古典学 研究プロジェ

学研究科 講座 クト

行動文化学専 危機言語研究 講 師 ５年 否

攻言語学講座 プロジェクト

大学院経 プロジェクト 産業・経営政 教 授 ２年 可

済学研究 センター 策研究プロジ 助教授准教授 ただし、再任の場合にあっ た だ

科 ェクト 講 師 ては１年 し、１回

限り

医学部附 探索医療セン 網膜の再生医 助教授 ５年 否

属病院 ター探索医療 療プロジェク 助 手 ただし、平成１３年１０月

開発部流動プ ト １７日から平成１８年１０月

ロジェクト部 １５日までに任用される場合

門 の任期は、平成１８年１０月

１５日までとする。

グレリン創薬 助教授 ５年 否

プロジェクト 助 手 ただし、平成１３年１２月



２日から平成１８年１１月３

０日までに任用される場合の

任期は、平成１８年１１月３

０日までとする。

肝 再 生 助教授准教授 ５年 否HGF
医療プロジェ 助 手助 教 ただし、平成１４年７月２

クト 日から平成１９年６月３０日

までに任用される場合の任期

は、平成１９年６月３０日ま

でとする。

膵β細胞再生 助教授准教授 ５年 否

医療プロジェ 助 手助 教 ただし、平成１４年７月１

クト ７日から平成１９年７月１５

日までに任用される場合の任

期は、平成１９年７月１５日

までとする。

チオレドキシ 助教授准教授 ５年 否

ンプロジェク 助 手助 教 ただし、平成１５年６月２

ト 日から平成２０年５月３１日

までに任用される場合の任期

は、平成２０年５月３１日ま

でとする。

重症心不全へ 助教授准教授 ５年 否

の細胞移植プ 助 手助 教 ただし、平成１５年９月２

ロジェクト 日から平成２０年８月３１日

までに任用される場合の任期

は、平成２０年８月３１日ま

でとする。

別紙様式

同 意 書

年 月 日

京都大学総長 殿

（氏 名） 印

私は、京都大学○○○○（注１）に就任するに際し、大

学の教員等の任期に関する法律（平成９年法律第８２号）

第４条第１項第○（注２）号第５条第１項及び京都大学教

員の任期に関する規程第２条第○（注２）項の規定に基づ

き、下記のとおりの任期により雇用されるものであること

に同意します。

記

年 月 日から 年 月 日まで

注１：教育研究組織及び職を記入する。

注２：該当する号及び項の番号を記入する。


